
『『若若手手人人材材をを確確保保ししたたいい』』  
ジョブカフェ事業 

                                   

  せさ                                

                                   

                                   

 
対象となる方  
○若者を採用する意欲のある中小企業等 
 
支援内容  
○ジョブカフェにおける企業向けサービスの一例 
・地域中小企業の魅力情報発信 
→冊子やＨＰ等の媒体により、地域の中小企業の魅力情報を

    求職者に発信。 
 
・人材確保、定着支援コンサルティング 

 
・職場定着支援事業 

→経営者、人事担当者、若手社員等を対象に、新入社員と
   のコミュニケーション力向上のための研修等を実施し、早期離 
   職を防止。 
 
・企業と若者との接点提供 

→企業説明会や若者との交流イベントの開催等により、若者に対し地域中小企業の魅力をＰＲ
する機会を提供。 

 
※都道府県によって提供されているサービスは異なります。すべての都道府県で実施されているわけでは
ありません。詳細は各都道府県のジョブカフェにご確認ください。 

 

 
 
ご利用方法 
○各都道府県のジョブカフェにお問い合わせください。 
 
 お問い合わせ先 

 ・各都道府県のジョブカフェ  
URL: http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha/jobcafe.html 
    http://www.meti.go.jp/policy/jobcafe/jobcafe_all.html  

各都道府県に設置された「ジョブカフェ（若年者のためのワンストップサービスセンター）」では、若者

へのカウンセリング等の就職支援や中小企業の魅力発信等の人材確保支援をワンストップで提供

しています。 

 

『『次次のの経経営営をを担担うう人人材材をを育育成成ししたたいい』』  
 

中小サービス業中核人材の育成支援事業 
                                   

                                

                                   

                                   

 

 
対象となる方  

 
① 次の経営を担う人材に他社の優れた取組を学ばせたい中小サービス事業者。 
 
②サービス産業を軸に地域の活性化を立案・実行する人材を育成したい事業者 

 
 
支援内容  
①中小サービス事業者の次世代の経営を担う人材に対し、他企業での一定期間の勤務機会を

提供する。民間団体が研修希望者と受入先企業とのマッチングを行うとともに、この研修に係

る費用の一部を補助する。 
 
②地域の魅力を掘り起こし、これを活かして、サービス産業を軸に関係者（事業者、行政、教育

機関等）を巻き込んで地域づくりを行う人材に対し、他企業及び他地域での一定期間の勤務

機会を提供する。民間団体が研修希望者と受入先地域とのマッチングを行うとともに、この研

修に係る費用の一部を補助する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
お問い合わせ先 
  経済産業省商務情報政策局サービス政策課 ℡：03－3580－3922 
 

優れた取組を行う企業やサービス産業活性化の成功地域での一定期間の勤務機会を提供し、次

の経営を担う人材や地域のサービス産業活性化を担う人材を育成します。 
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